
資料－１

四国地方小委員会及び
計画段階評価について

平成２５年１２月１１日

国土交通省 四国地方整備局



四国地方小委員会について

１．目的

直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、

意見を聴取すること等を目的として設置

２．主な議題等

①新規事業採択時評価

②計画段階評価

③地域の道路事業の効率的な実施について意見聴取

【参考：過去の主な開催状況】

○平成２３年１１月１１日 《議題》平成２４年度新規事業採択時評価
・一般国道５６号 窪川佐賀道路
・一般国道５６号 津島道路
・一般国道５５号 福井道路

○平成２４年 １月２０日 《議題》平成２４年度新規事業採択時評価
・一般国道５５号 安芸道路
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四国地方小委員会について
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計画段階評価について

■評価の視点

①事業目的となる解決すべき課題・背景を把握し、その原因を分析する。

②達成すべき政策目標を明確化する。

③政策目標に応じて必要な評価項目を設定し、事業内容の妥当性等について、複数案を提示した上で、具体的

データやコスト等により比較、評価を行う。
「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領 第5 3」
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○ステップ毎に住民・関係者等へ情報提供や意見聴取。
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※必要がある場合

意
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都道府県・政令市等

第三者委員会
（四国地方小委員会）

（事業評価部会）
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計画段階評価について

①四国横断自動車道 佐賀～四万十 （並行する現道：国道５６号、道路管理者：国土交通省）

②阿南安芸自動車道 牟岐～野根 （並行する現道：国道５５号、道路管理者：国土交通省）

③阿南安芸自動車道 野根～安倉 （並行する現道：国道４９３号※、道路管理者：高知県）
※指定区間外

［対象箇所］

＊野根～安倉は高知県と協力して実施



計画段階評価について

地域への

意見聴取

【意見聴取内容】

○対策方針を検討する際
の配慮事項

◆聴取方法
〈ヒアリング〉
対象者：関係自治体、

団体、
道路利用者

〈アンケート〉
対象者：地域住民、企業、

道路利用者

第１回
四国地方小委員会

【審議事項】

■計画段階評価手続きの
進め方（案）

１．評価対象区間

２．地域の現状と課題

３．道路の現状と課題

４．政策目標（案）

５．意見聴取方法（案）

地域への

意見聴取

【意見聴取内容】

○地域の課題
○課題を解決するための
道路の役割

◆聴取方法
〈ヒアリング〉
対象者：関係自治体、

団体、
道路利用者

〈アンケート〉

対象者：地域住民、企業、

道路利用者

四国地方小委員会

【審議事項】

■聴取した意見内容の確認

■対策方針（案）

■意見聴取方法（案）

四国地方小委員会

【審議事項】

■聴取した意見内容の確
認

■対応方針（案）

対
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定
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）

地 方 小 委 員 会

【平成25年12月11日】
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［進め方（案）］


